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１ 会議の名称 第２回津市環境審議会 

２ 開催日時 
平成２８年３月８日（火曜日） 

午後２時から午後３時４５分 

３ 開催場所 津市役所 ４階 庁議室 （津市西丸之内２３番１号） 

４ 出席した者の氏名 

（津市環境審議会委員） 

加藤忠哉、北村早都子、青山泰樹、出馬昇、井ノ口こ乙、筧晴委員、片岡眞郁

須山美智子、中川幹夫、藤田千佐、前田太佳夫、前田洋明、丸橋守 

（事務局） 

環境部長 栗本 斉 

環境部次長 吉田 雄二  

環境政策担当参事(兼)環境政策課長 下里 秀紀 

環境事業担当参事(兼)環境事業課長 藤牧 和弘  

環境政策課調整・企画管理担当主幹 織田 勝弘  

環境政策課資源循環推進担当主幹 吉川 雅德 

環境事業課調整・管理担当主幹 長井 新治 

環境政策課資源循環推進担当副主幹 北山 良樹 

環境政策課主査 鈴木 弘一 

５ 内容

１ ごみ分別・収集体制について 

２ 高齢者社会への対応について 

３ 資源物持ち去り対策について 

４ その他 

６ 会議の公開・非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

環境政策課企画管理担当 

電話番号 ： 059-229-3139 

E - m a i l ： 229-3139@city.tsu.lg.jp 
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議事の内容 下記のとおり 

環境政策課 

調整・企画管理担

当主幹  

環境部長 

お待たせいたしました。 

ただ今より、平成２７年度第２回津市環境審議会を開催させていただ

きます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中御出席を賜り、誠にありがとうござ

います。議事に入るまでの間、進行役を務めさせていただきます、環境

政策課の織田でございます。よろしくお願いします。 

 なお、本日、 

明石 典男様 

赤野 利彦様 

大原 興太郎様 

岡田 惠子様 

畑井 育男様 

三村 起一様 

におかれましては、所用のため、御欠席との御報告を頂いております。

それでは、会議の開催にあたりまして、初めに環境部長より御挨拶を

申し上げます。 

 皆さん、こんにちは。環境部長の栗本でございます。よろしくお願い

いたします。 

本日は、環境審議会の開催をお願いいたしましたところ、加藤会長様

をはじめ委員の皆さま方には大変お忙しい中御出席いただきまして、誠

にありがとうございます。 

委員の皆さま方におかれましては御存知の通り、平成２８年４月１日

から、ごみの分別・収集体制が一部変更になります。また、リサイクル

センター、最終処分場の新たな施設が稼働いたしまして、津市におきま

して環境行政の大きな転換点となる年になろうかと思っております。 

そんな中、本日御協議をお願いしたい部分につきましては、高齢化が

非常に進む中で、これからのごみの収集について、先般いろいろ御協議

をいただいた中で、ごみの分別ガイドブックを作らせていただいて、各

家庭に配らせていただくのですが、基本的には、集積場所に持ってきて

いただく、ステーション方式を津市は採用しています。ただ、こういっ

た中で高齢化が進みますと、ご高齢の方あるいは、お体のご不自由な方

が、集積所まで持っていけないようなことが聞こえてきます。 

また、そういったことに加えて、粗大ごみですが、津市では今、粗大

ごみという扱いはしておりません。１メートル程度にして集積所へ出し

ていただきましたら運びますとういような扱いをさせていただいてい

るのですが、こういったことも高齢化が進みますと、家具等を１メート
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環境政策課 

調整・企画管理担

当主幹 

ルぐらいに小さくすることも非常に難しいことになってまいります。現

在は、一般廃棄物の処理の許可業者へお願いして下さい、直接搬入をし

て下さい、というようなことをお願いをしているのですが、これも一つ

考えていただかなければならないことだと思っております。 

加えまして、本日、御協議をしていただきたい部分につきましては、

資源ごみの持ち去り行為が横行しています。特に津地域内は、人口密集

ということもあって、相当量の資源物が一度に出るということがござい

ます。そのため持ち去り犯が非常に多く津地域内を動いておりますの

で、その対策を何らか講じていかなければならない。緊急的な措置とし

て、今、パトロールをやらせていただいていますが、それらも含めまし

て、新しく計画をしていかなければならない、平成２８年度、２９年度

に向けて、一般廃棄物処理基本計画の策定をしていきます。   

また、環境基本計画も新しく策定をしていきます。 

こういったことが平成２８年度、２９年度と作業を進める中で、本日

はごみ処理、ごみ収集のことでこういった問題が津市にございます、あ

るいは、皆さまの中からこれ以外にもこんな課題もあるよね、と御提言

をいただきながら、その対策を次の計画書にうまく盛り込んでいけるよ

うに環境審議会、あるいは市民委員会等で、貴重な御意見を賜って新し

い計画に反映させ、市民のサービス向上に努めていきたい、そんなふう

に考えております。 

本日答えが出るような内容のものではございませんので、平成２８年

度にかけまして、いろいろ御審議をいただくということで、本日はその

前段ということで、問題がありますということの情報共有、また皆さま

方からこれ以外にもこんな問題があるのではないか。また、新年度に協

議をすべき課題など、お気づきの点がございましたら、受け賜っていき

たいと思っております。本日限られたお時間の中で盛りだくさんでござ

いますが、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の予定でございますが、会議につきましては、概ね２

時間程度を予定いたしております。 

会議を始めます前に、会議資料の確認をしたいと存じます。まず初め

に 

資料-１といたしまして「津市環境審議会委員名簿」、 

資料-２といたしまして「津市環境審議会の運営について」 

資料-３といたしまして「家庭ごみ収集体制のあり方について」 

Ａ４横サイズの「津市環境審議会に係る意見シート」 

最後にごみ分別ガイドブックの冊子 

の以上５点でございます。 
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加藤忠哉会長 

環境政策課長 

不足するものがないか確認させていただきますが、よろしいでしょう

か。 

 それでは、ここで会議の成立について、御報告申し上げます。 

津市環境基本条例第２０条第２項におきまして「審議会は、委員の半数

以上が出席しなければ、会議を開くことができない。」と定められてお

ります。本日、２０名の委員のうち１３名の委員に御出席いただいてお

りますので、会議が成立していることを御報告いたします。 

資料-２をお願いします。 

 当審議会につきましては、平成２７年１０月１９日開催の環境審議会

におきまして、決定いたしましたとおり、津市情報公開条例第２３条の

規定に基づき、公開することとし、市民一般の方の傍聴席を設けるとと

もに、会議の結果につきましても、会議の議事録といたしまして、発言

者の氏名を含め、公開することとなりますので、御了承のほどよろしく

お願いします。 

 会議の議事録につきましては、津市のホームページ上で公開させてい

ただきますので御了承ください。 

それでは、「津市環境基本条例」第２０条により、会長が議長をつと

めていただくことになっておりますので、ここからは、加藤会長に議事

進行をお願いいたします。 

 では、加藤会長よろしくお願い申し上げます。 

 加藤でございます。本日は平成２７年度第２回環境審議会ということ

でございます。それでは会長が議長ということで、会議を進めさせてい

ただきますので、議事進行の御協力よろしくお願いいたします。   

それでは本日まず、議事録署名人を僭越ではございますが、私の方か

ら御指名させていただきたいと思います。 

 お一人は出馬 昇様、それともう一人、井ノ口こ乙様よろしくお願い

いたします。 

 それでは早速議事に入りまして、資料－３を開いていただきますと、

そこに事項書がございますのでそれを眺めながらお願いいたします。 

それでは、「家庭ごみ収集体制のあり方」について、「資料－３」の２

ページ目の津市環境審議会事項書に沿って、項目ごとに事務局から説明

を受けまして、それについて御意見を伺っていきたいと思います。 

それでは事項１の「ごみ分別・収集体制について」でございますが、

事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

環境政策課長の下里でございます。本日はお忙しい中、御出席いただ

き、ありがとうございます。 
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それでは、会長のほうから御説明があった通り、ごみ分別収集体制に

ついて御説明申し上げます。 

ごみの出し方については、部長も申し上げましたが、平成２８年４月

から大きく３つの点が変更となります。 

まず１点目が、汚れが取り切れない容器包装プラスチックは、燃やせ

るごみへ出していただくよう変更となりました。これは、汚れたものは

リサイクルできないこと、また、汚れたものが混在するときれいなもの

まで汚してしまい、リサイクルできるものが減ってしまう恐れがあるこ

と、市民の方々が汚れの取り切れないものを洗っていただくというよう

な手間も省けることから、変更しようとするものです。 

２点目は、ペットボトルの収集回数が月１回から月２回へと変更とな

ります。これは、家庭での置き場の確保に困ること、集積所があふれる

等の状況を改善するために変更するものです。 

３点目は、スプレー缶、簡易卓上ガスボンベ、使い捨てライターなど

の危険ごみを区分して３カ月に１回収集することといたしました。これ

は、特にスプレー缶や卓上ガスボンベに穴を空ける際に爆発や火災事故

が起る危険があること、収集車両が火災を起こすことがあることから、

穴を空けずに危険ごみとして収集するようにしたものです。ただし、穴

を空けた場合は、金属ごみとして今まで通り出すこともできます。 

２のこれらの変更点の周知に向けまして、すでに発行いたしました３

月１日広報津に変更点を掲載しております。それと４月１日の環境だよ

りに再度掲載してお知らせするほか、順序が前後しますが、３月１６日

の広報津と同時に、審議会の皆さまから御意見を頂戴しました分別ガイ

ドブックと家庭ごみ収集カレンダーを全戸配布いたします。 

分別ガイドブックにつきましては、審議会委員の皆さまから貴重な御

意見をいただき、お手元にありますとおり、冊子が出来上がりました。

来週には各家庭へ送付させていただくことになっております。御協力

いただきまして、誠にありがとうございました。 

その他の周知方法としまして、４月１日からリサイクルセンター管理

棟２階にオープンする環境学習センターでの講習会、分別体験等を行い

ます。その他、職員による出前講座の実施、分別ガイドブックの外国語

版等の発行を計画しています。特に、環境学習センターについては、３

Ｒの学習、啓発の拠点施設として活用していきたいと考えております。

３の期待できる効果ですが、容器包装プラスチックのリサイクル率と

質の向上、市民の方々のごみ分別・排出時における安全性、利便性の向

上が図られるとそのように考えております。 

４の今後の課題ですが、今回は大きく３点の変更をさせていただくわ

けですが、何回も何回も変えますと市民の皆さまが混乱してしまいます
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加藤忠哉会長 

筧晴委員 

が、長期的にみて、今後も市民の方々のニーズを反映した分別と収集を

検討していきたいと考えています。それにより、市民の方々のごみの分

別排出等の負担軽減を図っていきます。 

次に、徹底した分別によるごみの減量と資源化を進めます。今回実施

することとなった容器包装プラスチックのように、無理に水や洗剤を使

って洗わず、可燃物として処理するなどの環境負荷の少ない分別体制、

効率的な収集体制によるごみ収集車の排ガス削減、エコカーの導入によ

る環境負荷の少ない収集体制、そういったものの構築の検討をしていき

ます。 

 次に４月から運用を始めますリサイクルセンターを活用し、リサイク

ル率の向上とごみの減量に努めてまいります。 

 これらの課題については検討を行い平成３０年度から３９年度を計

画期間とする第２次津市一般廃棄物処理基本計画に反映させたいとそ

のように考えております。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議の程お願いいたします。 

ただ今、事務局より｢ごみ分別・収集体制について」の説明がありま

した。 

この件に関しまして、御意見とか御質問ございましたらどうぞ御自由

に発言いただきたいと思います。 

まず前回の審議会で、今年度の審議会については持たず、今度は５月

か６月ぐらいに施設見学をという予定だったのですけど、今回こういう

かたちで開催されたことは、とっても大事だと思いますし、いいなあと

思います。 

特に、今回こういうかたちでガイドブックを作製していただきまし

た。前回、平成２１年度発行のガイドブックと、どのようなかたちで違

っているのかということを対比させて、見せてもらいました。本当に大

変すっきりとしたかたちで作られている。ごみ収集は、合併以来、第二

のステージにきたのではないかなと思いますが、こういうことをされた

こと、本当に、担当の皆さん方の御労苦がにじみ出ているように思いま

す。 

具体的に言いますと、例えば、今まで３８ページあったものが３４ペ

ージになって、４ページ少なくなった。それから、５０音順一覧が六百

項目あったものが四百数十項目になっている、というように大変すっき

りしている。これをベースに、これをかなり周知された後、どういうふ

うにブラッシングアップ、グレードアップしたかたちでするのかとい

う、一つのとってもいいものができたなということを思いました。これ
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藤田千佐委員 

筧晴委員 

をこれから１０年間ぐらい、インフラが整備されたと同時にソフト面を

どのように充実するかということが、これから環境の部分でとっても大

事な部分になってくるのじゃないかなと。そのためにもこんなかたちで

されたこといいなと思います。 

その中で今、大事なことは周知を徹底するということだと思います。

私たちの地区では、班は３８軒の組で成り立っていますが、ちょうどこ

の前の土曜日に、来年度どんなことをするか話し合う班の寄り合いがあ

ったのですが、ごみ収集について一年間の総括をしております。これは、

毎日当番が、どこの町でもどこの班でもやっていただいていると思いま

すけども、例えば平成２７年１１月１６日可燃物異常なしとか、１１月

の２０日には他プラが少し散らかっていたとかいろんな申し送り等を

して、これを一年間分として皆に見せてもらって、もう一度総括をさせ

ていただきます。おかげさまでこの平成２７年度本当に大きなことは無

くなったと思います。そこでその時に、私が担当ですので、じゃ今度平

成２８年度から変わっていくけどもどんなことが変わっていくのか。主

に世帯主が来ていて、男が多かったので、３０何軒のうち今回３５軒出

席していたのですけど、変わるなあというのをかすかに知っていたとい

うのが何名ぐらいだと思われますか。哀れなものです。 

５名。 

もうちょっと多かったです。数字は言いませんが哀れなものです。世

帯主とはその程度で、実質、実働的にしていただくのは、いろんな方だ

と思うのですけど、やっぱりまだ周知が徹底されていないという証にな

るのではないかなと思います。やっぱりきちっとした周知を徹底した

い。どんなところで聞いたかと尋ねたら、パッカー車の前に貼ってある

とか、広報を読んだとかありました。そういう今の実態の中からどのよ

うに周知を徹底していくのかということ、これは今回本当に大事なステ

ージになって、ターニングポイントになってくる時だと思いますので、

各層、各階、各レベル、この市会議員さんたちも含めて、きちっとした

ところから子どもたちも含めて、徹底してということを、文章面ではな

くてきちんとしていく。そういうプロジェクトを立ち上げながらしてい

ってほしいなと思います。ここでしておかないと、早めに、この３か月、

４月５月６月が勝負やと思うので、その間にきちんとしていくという意

気込み、努力、実務というのをしてかないと、なかなか徹底はできない

なと思いました。 

特にそんな中で、今回変わっているところはどんなとこかというと、

とてもいいことは、ペットボトルが２回になったということは喜ばれる
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と同時に、それでもいろんな不思議なことが出ています。一つはカレン

ダーで、どうこれ見て、そしたら筧さん、こんなん、なんでこんなとこ

ろに宣伝が入っとるの、こんな大事な時に、なんで真ん中にこんな宣伝

入れやんならんの、もっとあとからも出てくると思いますけど、年寄が

分かるのやで特に今回変わったとこをきちっとポップ的にするとかし

たらもっとよう分かるのと違う、とっても義務的、行政的やな、こんな

大事な変わる部分の中で、こんないい真ん中にこんな宣伝があって、と

いうことを言われました。まさにしかりだなと思います。そういう庶民

感覚、市民感覚は行政の思惑と違う部分がある。そこらの齟齬をどのよ

うにしていくかってことがとても大事。これは済んだことですけど、そ

ういう話がありました。その中で他に出たのが、困るのはどういう場合

か聞いた時に、今回、生ごみを出す日に容プラも出していいようになっ

た。混ざっていたら今までは、残されて、収集されなかった。今回は、

可燃ごみの袋の中にプラスチックの容器が入っていたらそれは持って

行ってもらえるのか、持って行ってもらえないのか、ここらが一つ。収

集の時に判断されて、中身を見たり等、おそらくこれらのリスクは検討

されていると思いますし、収集車の方とも話されていると思いますけど

も、どの程度の物まで大丈夫なのか。今までやったら少しでも入ってい

たら私のところは置いていかれました。収集されませんでした。ビニー

ルのところに何かプラスチックがあったら。だからきれいにしていない

といけなかった。今回は多分、食べかすが付いているものがいっぱい出

てくると思います。人間というのは楽なほうにいくのは当たり前ですの

で。この前も言ったように基準が非常に難しい。それが恣意的な判断に

よって残されることはあるのか、その時どうしたらいいのか。当然そこ

らはきちんと収集の方がシュミレーションされていると思いますけど。

そんなのが一つ出てきました。つまり、生ごみの中にプラスチックが入

っていたら、少々汚れたのも入っていてもいいのか。入っていたら今ま

でのようにシビアにするのか、というのが出てきた質問です。これが一

点。 

それから二点目で、変わったことでいいなというのは、燃やせないご

みと、その他プラスチックが月一回、同じ日の火曜日になる。そしたら

燃やせないごみとその他プラ、パッカー車の中で一緒にされて、持って

行くのなら、これは一緒に入れていいのか。燃やせないごみと他プラが

別々に収集されるのであれば、集積所の置き場所を分けなければいけな

い。現場の部分で、そこらをどうするのか、ということが出てきました。

これが、私たちがこの前の組の寄り合いの中で、ごみ分別ガイドブッ

クを持って行って、私の役目として啓発するということの中で、話をし

たことです。多分きちんとシュミレーションされていると思いますし、
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御回答いただけると思いますが、本当に敬意を表しながら、せっかくこ

れが実りあるものにするためには皆様方の御労苦がこのことによって

減っていくという、質の高いものが出来ていくっていう一つの皆様方の

御労苦に対しての期待に値するものにしなければならないと思って、そ

んな現場の声、末端の年寄の多い三十何軒のところで出てきた意見で

す。 

事務局のほうから具体的に答えていただきます 

環境事業課長藤牧でございます。よろしくお願いします。 

まず生ごみ、容プラでございますが、基本的には燃やせるごみに汚れ

た容器包装プラスチックを一緒に入れていただいて結構ですので、一緒

に回収はさせていただきます。   

ただ、そこに他プラなどが入っていましたらまた別ですけども、容プ

ラが混入している部分については基本的には回収をさせていただきま

す。あと燃やせないごみと他プラですね、これについては今、別々の袋

に入れてお出し下さいとお願いしております。これは、地域によりまし

ては、同じ日に収集するところもございますが津地域以外の違う地域に

なりますと、別の日というのがございます。別の日に回収する地域にな

りますと、別々に分けてお出しいただくことになりますので、市内で今

まで混載で持って行っていたところが、違う地域に行くとまた分けない

といけないという様に、かえって混乱を招くといけませんので、基本的

には袋については分けてお出し下さいとお願いしています。 

そうすると袋は分けるということで分かりました。置く場所はごみの

ところに私のところであれば今回は１２日が第一回目ですけど、その時

の当番はここにはその他プラ、それから分けなくても混載のかたちで一

緒に置いておいて良いということですか。 

できましたら、お分けいただきたい。集積所の大きさとか、いろんな

ケースはあると思いますが、項目としては別の扱いをしておりますの

で、今、新聞、段ボールとか分けていただいていますけども、同じよう

なかたちでお分けいただきたいと思っております。 

まさにそこらあたりで、さっきの容器包装プラスチック、本当は、容

プラはきちんと洗って今まで通りのあの厳密なのが良い。今回の変更は

あくまでも便宜上のことで、本来のしなければならないことはきちんと

洗って容プラは容プラ、生ごみは生ごみという志向性の高いものをして
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いく、それはそれできちんとしていくと。ただ、本当の難しさは、よそ

の地区は無茶苦茶しとるやないか、なんでうちの地区だけ厳密にされる

んやっていうような、そこらの部分でお互いの市民感というか、今でも

私たち郡部は市部の方に軽蔑というか、津市が合併して本当に良かった

んかというようなことも思います。津市内の人は無茶苦茶置いてあるや

ないか、地域共同体を作っていかなければならないときに、そんな風に

なってくるということは、いささかの懸念があるわけです。だから、そ

こらを含めてうまく、こういう一番ダーティーな部分の中ではきちんと

みなさんが対応していくってことがとっても市民感情を大事にしてい

くことやないかなということを感じています。 

おっしゃる通りですね。地域によって地区によって別々の取り扱いは

非常に混乱を招くというのがございます。津地域でいいますと現在、ご

み収集委託している業者が２社あるのですけども、先日、そこの担当者

を全員集めましてですね、基本的な部分については全部御説明をさせて

いただきました。今、御懸念いただいています、なんでもかんでも容プ

ラが燃えるほうへ回るのじゃないかと、これについては啓発の部分とい

うのが非常に大きいと思います。マヨネーズの容器でありますとか、ど

うしても汚れが取れないものについては燃えるごみのほうへ入れてい

ただくのですけども、軽く水洗いしていただいたらちゃんとリサイクル

していけるようなものについてはですね、リサイクルに回していただく

というのが基本になっております。４月以降、ペットボトルについては

ラベルを取り外すようにと、若干変わってますので、そのあたりはしば

らくの間は状況を見ていかなくてはいけないなと考えております。 

良いことは、よそはどうであれ自分たちは、やって行こうという意思

統一、こんな面倒くさいことやるけども、やって行こうとしています。

でもなかなかそこらの部分で、やっぱりそこらの市民感覚、市民という

ものの醸成をしていくためには、やっぱりそういうかたちのものもして

いただくと、気まめにきちっとやっている部分の者たちも満足して、減

らしていけるなあ、いい街やなと。そこで無茶苦茶になっていったらま

た別な、ある部分ではいいことかもわからないけど、ある部分ではせっ

かく今度新しい市長さんのもとでしていただいて、何か見えてきた部分

の中でまた違った市民感情が出ていくようになってしまうと、嫌なこと

こそきちっとやっていくというような、そういう努力を、所管課として

はしていただきたいなと思います。 

よろしいでしょうか。他にご意見ございますか。 
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 質問ですけど、転入者に対してはどんな対応をするのでしょう。

転入された方につきましてはその時に例えば、アパートでしたら、ア

パートの管理会社の方が先ほどお配りしたガイドブックとカレンダー

をお渡しいただいたり、自治会に入られましたら自治会長さんからお配

りいただいたり、その地域毎でカレンダーが違いますので、そういうか

たちでお配りしております。 

 僕、大学の官舎に住んでいて２年ぐらいで結構人が変わるので、ほと

んどの人が守っているのですけど、やっぱり転入した人は分かってなく

て結構もめるのですね、ごみで。地元の自治会長さんの集いがあります

よね。ああいうところでしっかり周知していただいたほうがせっかく転

入してみえたのに嫌な思いされなくて済むかなと思って、そういうとこ

ろの周知をよろしくお願いします。 

 委員の質問ですけども、転入されました方ですが、市民課窓口で住民

登録された際に、ごみのことだけじゃなく、いろいろな手続き、健康保

険とか、そういったものを案内させてもらっていて、その中にごみカレ

ンダーや分別ガイドブックの配布先ということで私どもの窓口を御案

内させていただいています。総合支所でも同様の御案内をさせてもらっ

ています。漏れが無いようにさせてもらって、その中で先ほど言いまし

たように自治会のほうへとか、管理会社のほうへ一言、勝手にごみを出

すとそこでもトラブルが起こってしまうといけないので、そういうお話

はさせてもらって、渡せるものについては役所のほうで渡せるようにさ

せてもらっております。 

 今、学生さんの話が出たのですけど、それは住民票を移動した場合で

すよね。学生さんの場合、地元へ置いといて本人だけ来ている人も、結

構おると思うのですよ。そういう場合は市役所に来ませんので、やっぱ

り住んでみえる地元のその大家さんなり自治会長さんなりっていう、若

い子ですので、学生さんとかはほとんどそういう近所付き合いとかはな

いので、そのへんも特に大学周辺なんかは考慮いただければと思いま

す。 

 その面で、アパートを借りられると、管理会社の方にしていただいて

おりますし、特にこの年度末に今度出ていかれる方については、結構集

積所へ大きなもの捨てられるっていうのが結構ありますので、そのあた
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りについて大学の方へ市のほうからお願いにあがったりとか、いろんな

ことをさせていただいているのですが、正直、年度当初というのはいろ

いろございますけども、その都度うちのほうから自治会長さんや管理会

社の方へお願いをして、御指導、御周知いただくようにお願いにあがっ

ています。 

引き続きお願いします。 

 項目が今日たくさんございますが、 

 外国人の方も結構津市に住んでいますが、そういう人たちの対応は何

か、ポルトガル語で書いたものとかそういうのがあるのでしょうか。 

今、先ほどごみ分別ガイドブックの外国版の発行ということで、すで

にごみカレンダーについては外国語版を作っているのですが、ガイドブ

ックだけはまだできておりませんので、これを作成しなければならない

ということは課題としているのですが、まことに申し訳ないです。今年

本当は作りたかったのですが、予算がございませんので、来年度以降で

対応したいと考えております。申し訳ございません。 

 何か国語ぐらいですか。 

今ちょっと持ってないのですが、英語、韓国語、中国語、ポルトガル

語スペイン語、今申し上げた５か国のカレンダーを作っております。 

よろしいでしょうか。 

 周知徹底というのはとにかく大事なことなので、それをどうしていく

かということだと思いますが、ただ、この間、広報で配られていたので

皆さん読まれましたか、と聞くと知らない人が大半です。隅から隅まで

よう読んでなと言うのですけども、なかなか。主婦の人は読んでいる方

が多いですが、それ以外の方は読まれない方がほとんどです。 

それから出前講座ですね、これをやっぱり徹底的にしていく必要があ

ると思うのです。ただ、これは市の職員さんだけではとてもじゃないけ

ど対応できないだろうと思います。これは私からの提案ですが、ごみ分

別指導員というような地域にこういう方を養成していくことが一番手

っ取り早いのじゃないかなと思います。そのためには環境学習センター

というのができますので、そこで養成講座を開いて、そしてその人たち
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に養成指導員だよというような資格作って、そして地域の方にお願いし

て、していただく。今は私もびっくりしたのですが、白山町の自治会さ

んのほうから分別の講習会に来てくださいということで話しがありま

した。環境事業課さんに相談しましたら、環境事業課さんのほうでは旧

津市内にしか職員は行っていません。それ以外の旧市町のところは各総

合支所の環境担当の方がやっています、と。ところが総合支所に環境専

門の部所はありませんね。なにもかもひっくるめたようなかたちでやっ

ていらっしゃって、とんでもない、そんな人たちが、ごみの分別の指導

の出前までやってられやんやろ、と思いまして、香良洲の方では、やっ

ているっていう話しも聞きましたけど、白山総合支所へ指導したことは

ありますか、と尋ねました。「そんなことやるのですか、初めて聞きま

した。」というようなことでした。非常に驚いたのですけども、やっぱ

り各地域地域に市民のそういう指導員を養成していただきたいなと思

いました。以上でございます。 

他にございませんか。次の議題に移りますが。 

それでは事項書の「高齢者社会への対応について」今日の中心的な 

今までこれについてあんまり議論したことございませんので、これにつ

いて特に時間をとりたいと思います。 

（１）の「ごみ出し困難世帯への対応」ということで、これについて

も事務局のほうから概要を説明いただいたほうがいいと思います。 

ごみ出し困難世帯への対応の状況についてというテーマでご説を明

申し上げます。 

１の現状でございますが、６５歳以上の高齢者は年々増加傾向にあり

まして、高齢化が進み、支援が必要な要介護認定率も上昇しているとい

うような社会的な背景がございます 

このことから、ごみの排出について戸別収集を望まれる方がお見えに

なりますが、現在、津市においては、収集費用の面から効率の良いステ

ーション方式でのごみ収集を行っておりまして、要望には添えず、今の

ところ戸別収集は行っておりません。

２の課題でございますが、ごみ一時集積所までごみ出しが困難な高齢

者や障がい者世帯の方々のごみ排出をどのように支援していくのか、支

援方法の検討、福祉部門と連携した取組が必要なことから、福祉施策の

情報収集に努めること、年々増加するごみ処理事業に係る経費を抑制し

ていく、そういう面もございますこと、経費抑制の観点から、こういっ

た事業をするには、応益負担の原則を講じる必要がある場合、費用負担

を求めるかどうか、そういう部分についての検討も必要であると考えて
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おります。また地域の様々な組織の力を活用して、ごみ排出支援を行う

ことができないか、などさまざまな検討課題があると考えております。

３につきましては他市の事例でございます。 

他市におきまして、千葉市、新潟市を例に上げてございますが、高齢

者や障害者に対しまして、地域団体の力を活用したごみ出し支援に市が

補助金を出して応援するというような制度を行って対応しておるよう

でございます。また細かいことがございましたら、担当のほうからご説

明いたします。 

 次に４の今後の考え方でございます。 

 高齢者世帯等のごみ出しの新たな収集方法についてどのような方法

があるのか検討したいと思っております。 

 また、他市の事例にありましたように地域の自治会や老人クラブなど

地域に根付いた組織力を活用したり、育成するなどして地域ぐるみの収

集体制を検討し、協力いただける自治会や老人クラブ等の地域団体の取

り組みに対する支援策を検討していきたいと考えております。 

５の平成２８年度の取り組みとしましては、他市の事例調査を行い、

先進的な取組などの調査を行いたいと考えております。 

 また、ごみ出し困難世帯の把握するための実態調査や、どのような支

援を希望されているのかニーズ調査を行います。 

 ごみ出し支援の受け皿となる地域団体の調査や受託団体があるかど

うかなどを確認するため意向調査や、すでに支援活動をしている団体が

あるのか、あるいはないのか、などの調査をしまして活動内容の情報収

集を行いたいと考えております。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議の程お願いいたします。 

どうもありがとうございました。多分、高齢者のステーション方式に

対してその距離の問題も大きな要因だと思います。よくニュースで出て

くるごみ屋敷ですけども、初めはそんなに悪意はなかった。結局それで

たまっていって自分では処置できなくなったという高齢者などが多い

ことも予想されますので、これについてみなさんから特に今後の考え方

について何か建設的な意見をいただけるとありがたいです。どなたでも

ご自由に発言下さい。 

質問ですけど、効率のよいステーション方式のごみの収集ってあるの

ですが、これは津市内全部がそういうかたちになっているのでしょう

か。 

 事務局のほうお答えできますか。 
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 今現在、原則はステーション方式ということで、ごく一部、香良洲は

エコ・ステーションというものを作ってございまして、エコ・ステーシ

ョンのところへ曜日関係なしにいつでもご自由に持ってきていただけ

るというようなエリアもございますが、それ以外のところは基本的には

ステーション方式というかたちですが、ごくごく一部道路が狭あいで、

なかなかパッカー車が入れないようなところで、ステーションが設けら

れない世帯がある場所は、一部例外的に個別収集している、ごくごく一

部ございます。今申し込みがあると個別収集はしないということで、ス

テーション方式でお願いをさせていただいております。 

 ありがとうございます。私高茶屋ですけど、今のお話の中に該当する

のですが、道が狭いので多分個別で収集されていると思うのですけど

も、そういうかたちであれば変則的にいろんなかたちの収集方式を考え

ていけばいいのじゃないかなと思いますけど。すみません、ありがとう

ございました。 

 一番の問題は集めるところの共用できる土地があるかどうか問題で

すね。道が狭いところではとてもできないですし、ある意味では香良洲

ではそういうことを解決するためにエコ・ステーションを作られたとい

うことですか。 

 とにかく５番目は調査していただいて、我々どんな策があるかってい

うのが、みなさんからご意見が出ないようですので、来年度に向けてそ

の辺の詳細も検討したらいいと思います。 

 須山委員さん、前回か前々回かに婦人会でごみ収集を手伝っていると

おっしゃられていましたが、 

 マックスバリューでね。 

どういうふうにされているのですか。 

 アルミ缶、牛乳パック、それからペットボトルを集めています。 

 それはもう月に 1回とか。 

 毎月最終土曜日に。 
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加藤忠哉会長 

環境政策課長 

 よろしいですか。多分うちの地域は高齢者率非常に高いですけども、

多分縁のない部分と思いますけども、あえて言わせていただきます。ご

み出し困難世帯というこれだけを取り上げたかたちのものであっては

絶対だめやないかなって思います。やっぱりいろんなかたちの支援の中

にこの民生の郡の中でこれがある、だから福祉も介護も含めてそういう

地域っていうものの構築をどのようにしていくのかっていう、これは他

部局との関連も、おかげさんで私たちは公民館活動の地域連携、社会福

祉協議会を通じたかたちで月に二へんぐらい高齢者が公民館に集まっ

て、実は今度の日曜日にあるのですけども、お茶を飲むかたち、草もち

を作ってしようっていう、そういうのを今しております。そんな中で、

もし、こういうようなのが出てきたら当然私たちは何も言わずにみんな

すると思います。だからこれだけを取り出してするっていうかたちじゃ

なくて、そういう地域の連帯、地域のブッティングというのをどういう

ようなかたちでしていくのかという、そこらがまずベースにあって、そ

れでなおかつ、そこからできていかない部分をどのようにしていくのか

っていう、一つの一番ベーシックなものを忘れてしまうと、ごみ出し困

難な部分っていうことだけになってしまうと非常に底の浅いものにな

っていくのやないかなと思います。だからそこらも含めて社会福祉協議

会とも関連し、その中にこんなことしてほしいとか、こういうところが

ありますから、とういようなことも常に情報発信しながら情報収集と、

そういう支援をやっているということが大事で、これだけを取り出して

終わり、一つの主題としていくのは、僕はだめなんじゃなかなっていう

部分、というものをとらえたかたちの支援を一番ベースにおかなければ

ならないのじゃないかなっていう気がします。 

おっしゃる通りだと思います。今で言いますと、２の課題の中の１番

と２番を分離して書くのではなくて、福祉の施策の一つとして、たまた

まごみの問題を今議論している、だから福祉の施策の全体をもう少しき

ちっとみんなで共有しなければいけないということですね。これはそう

いう意味では他部局とやっぱり協同作業をどうしても構築していかな

いといけない。よろしいですか。 

 今ですね、介護保険の制度で二か年かけて、平成２９年度の開始を目

指してということで、これは自治体によって弱干の遅れはございます

が、介護保険制度の中で地域の方々のお力を使って要介護認定をもらう

ような方々の、地域でそういう方々を手助けできないかというような、

そういった施策をどういうように地域の方々と協力しながらいこうっ

ていうような、こういうような部会といいますか、専門の介護事業所さ



- 16 - 

筧晴委員 

加藤忠哉会長 

前田洋明委員 

んとか有識者さんとか市民の方々とかいろんな代表を交えて今会議を

進めている最中でですね、二か年かけて検討を一応しなさいということ

で、今年と来年度また検討して、そいういうような介護保険制度の面か

ら見ていろんな手助けといいますか、そういったものができないかとい

うその中の一つにごみの排出というのがテーマに入っておりまして、ち

ょっと期待しておるところですけども、先ほどおっしゃったのは多分介

護保険センター全て網羅するとは限りません。おっしゃった全てを網羅

できるかは分かりませんが、その中ではもう少し広い意味合いでこうい

う問題をとらえて、その中の一つにごみ問題があるということで聞いて

おりまして、私どももそういう問題の時には、積極的に参加させてほし

いということでお願いしております。そういう動きが今のところ市にご

ざいますので、そちらの情報も私ども常に取りましてやっていきたいと

思っております。 

そうしたことを踏まえていろんな発信を、だから今度新しい施設を私

たちは見に行きますけども、高齢者の方、介護、民生委員の方とかそう

いう人たちにも今度新しい施設を、特に民生委員さんの方はとっても大

事な方だと思います。その人たちも含めてこういう施設、だから民生の

中でごみの収集というのはとっても大事な支援になってきますのでっ

ていう、そういうインセンティブを常に与えながらしていくっていう、

関わっているものではなくて広いかたちでやっていくっていうことが、

これが大事な部分じゃないかなとこう思いますので、是非そんな部分も

含めていろんなかたちの、１０年経った津市のごみのやり方というのは

インフラ的にもソフト的にも大きく変えていくんやっていう部分で周

知徹底しながらそういうふうにさせていただくことが大事だと思いま

す。これだけ一つ取り出してというのはなかなか進まない。 

はい、分かりました。それ以外になにか 

 本当に今までの話聞かせてもらって、高齢者社会への対策、対応って

いうのは本当にいっぱいみんな関連付いてきてあれやと思うのですけ

ど、今回この環境という面に関しても４番の項目の考え方のところに、

自治会老人クラブと地域団体への取り組みの支援っていうふうに考え

方で書いてもらっていますけど、やっぱり前向きに動いていただける自

治会とかそういう団体にはものすごく行政の方支援を厚く考えていた

だいて、さっき話しが出ておりました民生委員さんなんかですと、やっ

ぱり弱者的な世帯とか各地域で掴んでおられますので、そういう方との

連絡が何度も上がってくるようなそういう自治会活動を通して、今日も
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加藤忠哉会長 

環境部次長 

加藤忠哉会長 

環境部次長 

加藤忠哉会長 

中川会長も来ておられますけども、そういう自治会の今後の自治会に対

するなんていうのですか、役割というか、課題というか、高齢化社会に

なればなるほど、最終的には地域になると思うのです。遠くの親戚より

も近くの他人、やっぱりご近所さん、地域っていうのが最終的にはなん

でも、ごみの問題においても、体の体調が急に急変して倒れたときなん

かでもやっぱりそういうふうに声をかけ合うっていうか、そういった支

援というのを行政のほうから考えていただければと思います。 

各地区に社会福祉協議会というのがどこの地区にもあると思うので

すけど、うちなんかは全部民生委員さん、自治会、調査班、それから婦

人会、それから青少年の会、みんな役員さん寄っていますもので、いつ

もこの話は出ますし、お互いに婦人会は一人住まい、高齢対策のご飯作

りで６回かな、年間、呼んで６０人ぐらいの食事を差し上げております

し、そういう話し合いはいつもしていますし、婦人会で一人住まいのと

こは行ってごみの手伝いとかお買い物の手伝いをしていますよ。うちの

地区は。そんなん、いつもこの話はでますね。でも我々婦人会はマック

スバリューで毎月最終の土曜日に二人ずつ当番で出て、ごみ集めてちゃ

んと測って、率先して、しております。社会福祉協議会でみんなが寄り

ますので、自治会長さんも委員会もそこで話しをして、できることはや

っておりますけど。 

 だから現在おっしゃっているのはマックスバリューなんかに、一応ポ

ストがありますよね。あれは各マックスバリュー全部同じように設定し

てあるのでしょうか。そのへんは、あれは行政から見たらご自分で集め

て処理されているという認識なのか、なにか行政として協力ができるこ

とがあるのかどういうふうにお考えですか。 

 あれは自社が販売したものを、自社で回収することで、一つの社会貢

献になりますので、市が金銭面等で支援するということはありません。

 お願いをして？ 

 企業自らの社会的責任という関連のほうが大きいと思います。特にお

願いをしているということではございません。 

 いわゆるＣＳＲとしてやって下さいということですね。分かりまし

た。だいたいどこでもマックスバリューとかイオンはそういうスポット

がございますね。 
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環境部次長 

北村早都子委員 

藤田千佐委員 

須山美智子委員 

藤田千佐委員 

須山美智子委員 

北村早都子委員 

加藤忠哉会長 

環境政策課長 

 イオン系のお店はそういうところは強く推進していただいておりま

す。 

トレイ、牛乳パックとかそういうやつのことやろ。今の、違うのです

か。アルミ缶とか紙パックとかペットボトルとかいろいろありますよ

ね。そういう店内の回収ボックスの設置ですよね。それ以外に婦人会さ

んは婦人会さんで独自に回収してみえるということですね。 

 婦人会さんの、その活動はボランティアですか。予算があるのですか。

 すべてボランティアです。 

 協議会も？  

 予算はありますけど、そういう予算ではないです。  

その婦人会さんが集めた分に対しては、婦人会さんの売り上げになる

わけですか。そういうことですね。 

 ごみ出しについてはまた次の問題は問題でだぶりますのが、粗大ごみ

の戸別収集についてへ移りたいと思いますが、これはだいたいこの現状

とか課題の中に考えが書いてございますので、やはり事務局のほうから

の説明をいただけますか。  

それでは２番目の高齢者社会への粗大ごみの戸別収集についてご説

明申し上げます。 

１の現状でございますが、津市においては、粗大ごみの収集は実施し

ておりませんと、１ｍ以内に壊してごみ集積所へ出していただければ、

通常のごみと同様に無料で回収させていただいております。壊さず白銀

環境清掃センターへ直接搬入される場合は有料にて受け入れさせてい

ただいております。 

 その他、津市が許可をいたしました一般廃棄物収集運搬業者に有償で

処分を依頼する方法もございます。 

 ２の課題でございます 

先ほども申し上げましたが津市では粗大ごみの収集はしていないた

め、粗大ごみの処分に困っている方々からの問い合わせが多くございま

して、他市では戸別収集を行っているとこともあることから、今後ニー
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加藤忠哉会長 

前田太佳夫委員 

加藤忠哉会長 

ズの増加が予想されます。 

しかしながら、戸別収集の実施には多額の経費が必要と思われまし

て、実施に当たっては、応益負担をいただくことも視野に入れて、収集

実施の判断を行う必要があると考えております。その他、実施後の一般

廃棄物収集運搬許可業者等の民業圧迫になる可能性もございますので、

他市の状況を調査しながら慎重に進めていきたいと考えております。 

３につきましては、他市及び民間業者の状況でございます。 

県内の市を挙げてございますが、鈴鹿市、熊野市、伊賀市を例に、有

料での実施ということでやっております。その他のところで、Ａ社とい

うことで業者を記載させていただいておりますが、民間業者について

は、やはり行政に比べて収集料が高いのかなと、ただ品目も多いのであ

ろうというふうに思われます。ここには載せておりませんが県内でも４

市町ほどですね、有償でやっておるところがございます。 

次に４の今後の考え方でございますが、粗大ごみの収集については、

市民の方々の要望が多いことから実施の方向で検討していきたいと今

考えております。 

実施に当たっては、収集経費の増加に対応するため有料制で検討する

ほか、経費の増加を可能な限り圧縮するため、市民の方々全てを対象に

して収集するのか、あるいは、例えば高齢者世帯のみを収集にするのか、

いろいろそういう条件も対象者の収集範囲についても検討を合わせて

したいなとそのように考えております。 

５の平成２８年度の取り組みでございますが、検討に当たっては、環

境部内の各部署の協力が必要なことから、プロジェクトチームを組織し

てやっていきたいと考えております。粗大ごみの収集の必要性、有料で

実施すべきかなどのニーズ調査を行うほか、料金の設定方法や収集対象

となる品目等の検討も行いたいと思っております。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議の程お願いいたします。 

何か御意見等ございますでしょうか。 

特に先ほども話題になった大学周辺で新年度に、ものすごく粗大ごみが

出ますよね。これは学生の今の感覚としてはリサイクルというのです

か、先輩のものを譲ってもらって使うという、そういう意識はあんまり

ないのですかね。 

 いや、最近の学生、経済状況もありますのでそういったのはだいぶ進

んできていると思います。 

冷蔵庫とかそんなのは先輩から譲ってもらいますよね。 
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前田太佳夫委員 

北村早都子委員 

ただカラーボックスなんかはポンポン捨ててしまいます。 

三重大の中でもＩＳＯを推進している学生たちがいますので、その学

生たちが主になりながら、置いてくもの、それから学生に譲るもの、そ

ういったことでリユースの推進をしてみえるということは聞いており

ます。それから津市の市民エコ活動センターのほうで、今までリユース

情報掲示板というのをやっております。環境の市広報の折り込みの環境

だよりにも掲載されていますので、みなさんご存じかと思いますが、こ

の事業につきましては、３月３１日で市民エコ活動センターが閉鎖とな

りますが、環境学習センターのほうで引き続きこの事業はやっていただ

けるということで、引継ぎのほうをしていきたいと思います。今現在で

すね、やはり大型のそういった家具類につきましては、自分で、リユー

ス情報掲示板の場合はとりあえず自分のところで物は保管しておいて、

情報だけいただいて、掲示板のほうに掲載して、それを見て希望者の方

があれば仲介をして、本人同士がやりとりをしていただくというかたち

をとっておりますが、現実問題としてやはり引越しであるとか、それか

ら家を壊すので置いとく場所がないとか、いろんな事情がありまして、

そういう方のみ持ち込みをしていただいております。ただ持ち込むため

には大きなトラック、せめて軽トラ以上のものが必要になってきますよ

ね。なかなか一般の家庭で大きなワゴン車であるとか軽トラックである

とか、持っていらっしゃらない方も大勢いらっしゃいます。持ち込みた

いけども持ち込むこともできないと、捨てるにも勿体ないしどうしたも

のかというご相談もよく受けるのですが、スタッフの中でパジェロを乗

っている人がおりますので、なんとかそこに積めるものぐらいは、親切

なスタッフが取りに行ってあげたりしておりますけども、なかなか乗り

切らない、対応しきれない部分はたくさんあります。今後ですね、津市

が環境学習センターでこの事業を引き継ぐということであれば、そこら

へんは市の事業として市がやっていくのであればですね、そこでそうい

ったことも軽トラ、市のほうであるわけですから、市のほうで軽トラが

そこに余っているというか、休んでいるの知っとってもそれを借りるわ

けにはいきませんので、市民としては、職員であればそれに乗って取り

に行くこともできると思いますので、そこらへんも今度の学習センター

のほうで検討していただけたらなと思っております。それから、それ以

外にも個別でどうしても捨てなきゃいけない場合は、個別で収集してい

ただけたらありがたいなと思っております。これ各総合支所ぐらいでで

すね、まとめてちょっとどっか置いといてそれをリサイクルセンターま

で持ってくる、というのは津市広いですから美杉まで取りにこいとリサ
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北村早都子委員 

環境政策課長 

イクルセンターに電話がかかってもですね、なかなか大変だと思うので

す。それで同じ料金でいくのかどうかというのもあると思いますので、

いったん仮置きぐらいで、総合支所ぐらいに置いておくのが一番効率的

にはいいのかなと思いましたので。 

何かございますか。私が生活していたドイツのマインツではそういっ

た大きなスペースがあって、そこへ学生が全部ほりこんでいくと次の学

生が自分で持っていくというそういうことでほとんど古いものは１８

世紀ぐらいからの家具が全部並んでいるようなそういう状況で極めて

ごみの量が少なくなっていますね。そいうことをやっぱり日本でも考え

たほうがいいのじゃないかと思いますね。４年間で勉強机なんかがいた

むはずないのですけどね。全部それがごみになって出てくるので。 

いや、先生、でもね、学生さんが使っている机とかってすごい、言っ

たら安物が多いのですよ。安物は４年でもうだめになります。使いたく

なくなるような状態になるのです。だから捨てていくのだなって。だか

ら小さい時から良い物を長く使うっていう教育をしていくっていうこ

とはとても大事かもしれません。 

じゃ他に。粗大ごみというのは今、事務局から説明をいただいたよう

に一応は持ち込んだら処理をしますよ、というスタンスと、一つは北村

様から説明があったようにどこかにスペースを作ったらいいのじゃな

いかという案、二つあったと思いますが、特にやはり場所がないと大学

なんかでも新入生に使わすためにどこか大学内にスペースがないとな

かなか集まらないとういことですね。非常に難しい現在の世代ギャップ

もあるので 

よろしいですか。今日は時間とっていただいているのでいろいろ 

さっきも言ったけどほしいけど取りに行けない。 

それがあるのですね。 

やっぱり大きなものほしかったら、その人がトラックで取りにいかな

あかんのですね。そのタンスがほしいんやけど取りにいくしかないって

いうのが沢山あります。 

 引き取ってくれっていうのは取りにいきますけど、ほしい人にお届け

するっていうのはなかなかしてないですね。 
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 そちらも大事なことだと思いますね。タンスがほしい。運ぶ算段つき

ますか。息子に相談します。でもだめだった。でも本当にほしい人は運

送屋さん雇ってでも来ました。 

 今、桐のタンスなんかは完全に再生できますからね。そういう業者は。

だから昭和の初期だとか大正の初期とか完全に新品同様ですね。再生す

れば。 

 あまりご意見がないようですので、次に移りましょうか。 

では、項目３の資源物持ち去り対策についてということで、これも事

務局のほうから現状等を説明いただいて議論したいと思います。 

今日お出しさせていただく最後のテーマになるのですけども、資源物

持ち去り対策についてご説明を申し上げます。 

１の現状でございますが、持ち去り行為によって集積所のごみが散乱

していたり、悪質な持ち去り行為者の危険な運転によりましてごみの排

出環境が脅かされており、市民の方々から持ち去り行為の通報や苦情が

多く寄せられております。 

 持ち去り行為が頻繁に行われますと、資源物の売り払い額が減少して

いきます。これは、ごみ処理費用に充てられていた財源が減少しまして、

結果として市民の方々の負担の増加になります。 

 これに対応するため現在の対策は、ちょっとさかのぼりますが、平成

２３年４月に廃棄物の処理に関する条例を改正いたしまして、市又は市

の委託を受けたもの以外の者の資源物の収集運搬を禁止し、違反者には

２０万円以下の罰金を科すという規定を設定いたしました。条例改正後

は、適時パトロールを実施しましたが持ち去り行為の根絶には至らず、

平成２７年１月からは市職員による収集日の前夜、収集日の早朝に持ち

去りパトロールを行い、平成２７年７月からは一部の自治会の方にパト

ロールを委託いたしまして、市と市民が連携した強化パトロールを実施

しております。 

その他、持ち去入り行為の一番の原因となる資源物の収集日前日の夜

出しをしないように環境だより等などを通じて啓発を行っております

が、残念なことにまだ持ち去り行為の撲滅には至っておりません。 

 この要因として考えられますのが、集積所に出された資源物は無主物

ということで、所有権がないようなものでございまして、刑法上の窃盗

罪に当たらないことから、取り締まりが非常に困難であること。集積所

の数が多く、すべての集積所をパトロールでカバーすることが難しいこ

と。持ち去り犯の手口が巧妙化しておりまして、例えば我々パトロール
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していますと、偵察役というのがおりまして、パトロールをしていれば、

今はみな携帯を持っておりますので、それで連絡してそのときに姿を現

さないが、パトロールの終了を見計らって持ち去り行為を連絡し始める

というような、こちらの動きを読みながらそういうのをやってくるとい

うようなことがございまして、持ち去り行為が繰り返して行われるとい

うような現状に至っております。 

それと、特に施錠のない大型の集積所や路地置きの集積所が狙われる

傾向にございまして、その他、先ほども申し上げました、夜に出された

資源物が一番狙われると、持ち去りの原因となっています。 

 このような状況の中、２の目標といたしまして、ごみの減量とリサイ

クル率の向上を図るということ、持ち去り行為をなくし、市民の方々に

とって安全・安心なゴミ出し環境を整えること、持ち去りのない本来の

資源物の売り払い額を確保していくこと、この３点を大きな柱としてお

ります。 

３の今後の考え方でございますが、資源物の拠点収集施設であり、持

ち去り防止に有効であると思われますエコ・ステーションの活用方法や

整備方針など方向性についての検討を行いたいと思っております。 

 ごみ一時集積所に施錠ができるよう鍵の無償貸与を行っていきたい

と思っております。その他、補助制度の充実を図り、ごみ一時集積所の

整備推進を図っていきたいと思っております。 

 ごみ収集体制の変更をして持ち去り行為を防止できないか検討して

いきたいと思っております。例えば、夜出しが多いので、夜にも収集を

行うというようなことも可能か、というようなところまでを一度検討し

てみたいなと、そのように思っております。 

 自治会などの地域組織の協力で、持ち去り行為を防止する手立てがな

いか地域の取り組みがどんなものがあるか検討をいたしたいと思って

おります。 

最後に平成２８年度の取組でございますが、持ち去り行為を防止する

ための様々な対策を検討する年度としたいと考えております。 

 その一つとして、資源ごみの収集拠点となるエコ・ステーションの今

後の方向性を検討するため、市民のニーズ調査を実施したいと考えてお

ります。 

 その調査・検討と並行して持ち去り行為を防止するため、パトロール

は引き続き実施していく方向で考えております。 

 ごみ一時集積所に施錠ができるよう鍵の無償貸与を行います。 

 集積所整備に係る補助金制度の見直しを検討しまして、施錠できる集

積所の整備などを検討していきたいと考えております。 

 地域の各種団体で行っております集団回収を促進するため、リサイク
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筧晴委員 

北村早都子委員 

ル資源活動報奨金制度の見直しを行いたいと考えております。また補助

金や報奨金制度を多くの方々にご利用いただくための利用啓発などを

行い、自治会等の各種団体へ働きかけていきたいと考えております。 

 その他持ち去り防止対策に係る市民アンケートや先進地事例調査を

行い、対応策を検討してまいります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の程お願いいたします。 

それではなにか御意見等ございますでしょうか。 

 これからの一つにエコ・ステーションっていうのが一つの拠点として

とても大事になってきます。今、エコ・ステーションは市内に６箇所で

す。旧市、例えば白山はありません。できましたらそういうところにも

きちっと作ってほしい、そんな中でやっぱりこれから地域で、そこらあ

たりでどのようにしていくのかということが、これも関連したお願いに

なるのですけども、この４月以降、今回、こういう改正の中で、どのよ

うに減ったんか、特に生ごみの量がどう減ったんか、それからプラスチ

ックの量がどう減ったんか、できましたら地域ごとによって、別に競う

とかそんなんじゃなくて、もう少しきちっとしたそういうものの調査を

しながらきめ細やかなエリア戦略というものにつなげていけるような

調査もしてほしいと思いますし、さっきも話しが出ましたけれど、白山

総合支所へ来ても担当者が誰かわからんということやなくて、これから

やっぱりエコ・ステーションという一つの拠点が一つのこれから地域の

そういう発信基地になってくると思いますので、できましたらここらを

全旧市町村全部にできるような、そしてそこがなんらかのアクションを

していくということ、エコ・ステーションという一つのキーワードの拠

点になっていくのじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。場所はとっても広く空いていると思いますので、でき

ないことはないと思います。できないのは何か他の理由があるかもわか

りませんけどもよろしくお願いしたいと思います。 

 エコ・ステーション本当にもっともっと数増やして、各総合支所どこ

ろか各小学校単位ぐらいで、だれでも気軽に外へ持っていける場所じゃ

ないと、今の現状で６箇所。４箇所増えましたけれども、とてもとても

そんなもんでは、誰でも気軽にひょいと自分の家から持って行ける範囲

内のところ、せめて小学校校区ぐらいにほしいですね。それぐらい考え

ていただけたらなと思います。それからエコ・ステーション、実はこれ

各スーパー関係でも自分のところでやっていらっしゃった駐車場の一

部で、特に私が知っている範囲では、ぎゅーとらさん。ペットボトルが
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環境部次長 

いつでも持ち込める、新聞雑誌等もみな資源ごみも持ち込めるように自

分で目方測ってしかもポイントがついてくるというようなことで、サー

ビスをやっていらっしゃいます。まあそういうところもどんどん増えて

くるのだろうなと思いますけども、そういうところと連携しながらやっ

ていただけたらなと思います。ただそれ、スーパーさんがやってもらう

と市の財源にはならないと思いますけども、その分ごみが、市の処分す

る量が減るということは、結局はいいのだろうなと思いますので、そう

いったところとの連携もですねお考えいただけたらなと思います。 

 教えて下さい。これ、パトロールされていて、もし現行犯でごみの持

ち去り、そういう人を見つけたときはどういう対応されているのです

か。 

 市の職員が持ち去り犯を現行犯で確認し、その方の身柄を押さえるこ

とができましたら、まずその時点で警告というかたちで警告書を出させ

ていただいております。その警告した者がまた次回持ち去り行為をした

ということになれば、今度は禁止命令というのを市から出します。この

禁止命令というのが最後の砦になりまして、その禁止命令した者がまた

持ち去り行為をしたというところで、その者に対してうちの職員が現行

犯で身柄を押さえることができましたら、そこで初めて禁止命令違反と

いう形になりまして、裁判を経て罰金２０万円ということになります。

 その２０万円の罰金取ったこと一回でもあるのかな。 

 過去に平成２３年の４月１日から施行されてこの条例でやっている

のですが、新聞報道、テレビでも取り上げられたのですが、津市で逮捕

者が出てその者が罰金になっております。もう一件もそれから二年後ぐ

らいですけども、書類送検されております。 

 ただですね、現実には非常に難しいというのがあり、我々がパトロー

ルをしておりまして、積み込むところを見ましてもその場で話を聞くこ

とは非常に難しいことになっております。というのは、彼らは、信号無

視は当たり前のように逃げますので、話かけることができないのです。

かえって違う危険性がありますので、ですから一回目初めてのときは警

告なりすることができますが、二回目以降は我々の車を見ると交通無視

をして逃げていくというような、そういうようなかたちになっています

ので、なかなか効果的な対策が持てないというような現状なのです。 
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 実は最近ですね、私が住んでいる渋見町は新聞配達の人が日にちを決

めて、家の階段あるいは入口に置いといて下さいという制限がありま

す。それで見ていると絶対にそこへ手を出さないですね。彼らは。です

からその時にその新聞配達のほうからきた車は確実にそれを回収して、

ようするに、各人に屋敷の中に置いといていただければ違法に向こうは

勝手に回収できませんよという、そういう何か警告というのかそういう

知識があるのですかね。彼らの。 

 まずですね、地域の持ち去り行為が頻繁に行われるというのは、収集

日が分かるというか、我々はホームページ等で公開をしておりますの

で、今日は津市の何町でこういった資源ごみが出されるというのがあり

ますので、今会長さんのおっしゃられたようなところについては、我々

のとこもそうなのですけども、新聞配達店が何日に収集しますというこ

とが、新聞をとっている人以外は知られないということがあり、なかな

かとりにくいというのが現状でございます。 

 今まで不思議でしょうがなかったです。何か月分の古新聞を、我々が

動いているときに、いっぱい道に並んでいても絶対にああいう業者が集

めていかないのですよ。情報が彼らに渡っていないということですか。

 主婦の立場としてなんですけど、月１回しか資源の回収がないのです

よね。また資源まとめて出さないといけないのですね。そうすると到底、

私は仕事していますのでそれを朝出すというのは不可能です。段ボール

を出さないといけない、ペットボトルを出さないといけない、古着を出

さないといけない、新聞を出さないといけない、雑誌を出さないといけ

ない、というのを一か月ですので、しれているとしても、それをばらば

らにして紐なりでとじて出すという作業を朝起きてというか、夜出して

もいいのですが、出しに行くのはすごく大変なのですね。なので、その

部分をもうちょっと変更できたら、さっきのいつ出されるか分からない

から回収、とりにこれないっていうのにもつながるのかなと思うのです

けど。例えば燃えるごみと一緒に今日はペットボトルを回収しますよみ

たいな、プラスチックと一緒に古着を回収しますみたいなかたちで分け

てもらうと、もうちょっと朝出せるという状況になるのかなと思いま

す。私、たまたまうちが集積所の真隣りなのですね。ものすごくひどい

のです。ガラガラって開けて音がするのです。で、段ボールを、がさっ

て置いていかれます。数分経つか経たないかで車が来て運んで行くので

すね。それがもう一晩中繰り返されて、朝見に行くと新聞、段ボールは、

ほぼなにも残ってない状況です。この罰金制度ができてからはだいぶ減



- 27 - 

北村早都子委員 

井ノ口こ乙委員 

環境部長 

井ノ口こ乙委員 

加藤忠哉会長 

事務局（北山） 

ってはきましたけれども、そのへんがやっぱりまとめて出す、夜しか出

せないっていう状況を変えればちょっとは、ましになるのかなと思いま

す。真横というか、来てるの分かっているので、主人もなんとかしたい

って思うのですけど、やっぱり何もこちらにも権限がないので、持って

いくのが分かって見ていても何も言えない状況なのです。そこらへん

も、もうちょっと市民的にもできる権利というか、そういうのもあれば

もうちょっとみなさん個々が自分の資源を守れるという状況になるの

じゃないかなと思います。 

 ナンバーだけ通報してもらったらいいですよね。車のナンバーだけ市

役所に通報してもらったら。 

 私、自治会に通報っていうか、言いに行ったことあるのですけども、

しゃあないやん、って言われて、持っていくわさなあ、みたいな。困り

ますよねっていう話しをしてきたことがあります。 

 今、持ち去りのパトロール、市職員と自治会の一部で、やらせていた

だく中で、警察とも協議していまして、危ないから市民の人が声をかけ

たりしない、１１０番通報いただいて、今、どこどこでこんな行為が行

われておることを連絡いただきましたら、警察も手いっぱいのときはす

ぐに動けませんけども、結構動いてもらって、私も先月金属の日に早朝

走っていましたら持ち去り犯にちょうど出くわしたので、すぐ警察１１

０番したら数分でパトカーが来ましたので、結局その辺りからはいなく

なってしまったのです。もし市にもナンバーとか分かりましたらご連絡

いただきたいのと、ひどいような状態でしたら警察１１０番でこのよう

な状態、ここでやっていると言っていただいたら、警察のほうで対応し

てもらえる、治安維持にもなりますので、警察は治安の面で動きます。

 そのへんを周知というか、こういうところに１１０番通報をかかれる

というのはどうですか。難しいとは思いますけど。 

 持ち去りに対して何か連絡できるというのは、こういう刷りものでは

渡せないですか。注意事項になる。 

 環境だより等でそういった面については周知できます。これは、ごめ

んなさい、あくまでもごみ分別ガイドブックの話になりますので、ご理

解をいただきたいと思います。  
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 市政だよりですか。 

 はい、そういうので周知させていただきたいと思っております。 

 ぜひお願いします。 

 余談でございますが、井ノ口さんは高茶屋と言われましたが、香良洲

エコ・ステーションは土日とも開いていますので、香良洲地域以外でも、

どこから持ってきていただいても結構ですので、もし夜しか出せないと

か、お仕事大変でしたら土日の休みの時にまとめて香良洲のエコ・ステ

ーションにお持ちいただきましたら、多分、係員の者が出てきて降ろし

てくれると思いますので、非常にあそこは、喜んでいただいております。

また、久居の明神にもございますのでご利用いただけたらと思います。

 リサイクルセンターのところへ持って行ってもいい。土日は持ってい

けない。 

 今度のリサイクルセンターは有料です。ただ古紙は持ち込めません。

２０キロまではいい。西部クリーンセンターでもいいです。お近くでし

たら香良洲の方が近いかと思います。 

 この冊子を配ってエコ・ステーションの場所とか全部書いてありま

す。これは非常にいいなと思ったのが、家電リサイクルなんかは指定の

引き取り場所があるからそこへ持っていってと案内もあります。こうい

のをきちっと読んでそれに対応していただきたいです。パソコンのリサ

イクルなんかも、書いてありますし。 

 すみません。ちょっとパトロールの情報を時々持ち去り犯と誤解され

るケースがございますので、審議会の委員さんにはご報告をさせていた

だきます。パトロールはですね、私ども職員が中心になって、一部自治

会の方にも同じようにやっていただいておりますが、朝、収集日の前日

の夜だいたい６時過ぎから９時過ぎぐらいまで夜間、職員が３時間ほど

ですね、軽のワンボックスの公用車に乗りまして、横に環境パトロール

実施中というなステッカーを貼り、黄色いベストを着て、環境パトロー

ル実施中という腕章をしながら、各集積所を回っております。資源物は

キロいくらというかたちで取引されますので、目方の多い新聞雑誌がと

られます。それが出されていますと、私ども職員がその場で車へ乗せて

収集をしております。それを時々ですね、持ち去り犯と勘違いして、我々
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パトロールが止まって隣の様子を見ると、ご近所の方出てみえて、先月

なあ、ここへ来て出したと思ったら持ってかれたんやわ、様子を聞いて

いますと市の公用車の話でですね、ちゃんと表示はしてあるのですけ

ど、遠くから見ると持ち去り犯とあまり変わりませんのでよく勘違いを

されます。そういう腕章と黄色ステッカーを付けて回っているものがお

りましたら、市の職員であるということで、よろしくお願いします。そ

れと朝の６時から約２時間、収集が始まる８時までの間、私どもが回ら

せていただいています。その間に新聞等が出ておりましたら、車に積ん

で自治会の大きな集積所をお借りしておりますので、そこへまとめて置

かせていただいて、そこへ収集業者が、朝一番なり時間を合わせて来て

もらって、パッカー車に積みこんで、通常のルートで回っております。

市の職員のほうも２班３班体制で夜、朝回っておりますので、もし見か

けましたら、あるいは住民の方がこんなんがとっとったということがあ

ったら、どんな様子だったということで、先ほどの車両であれば、それ

は市のパトロールやというようなことでお伝えいただきたいのと、先ほ

ど部長も申し上げました通り、危険ですので市民の方が見かけまして

も、声かけなんかはしていただかないで、車がどんなんやった、何番や

った、という情報だけ、いただいたりとか、それが頻繁に行われとるよ

という情報をいただきますと、私どものパトロールもそこを中心に回る

ということもできます。また、時々張り込みをして、とったとこを押さ

えられたならば、先ほど言いました警告書を出したり、あるいは禁止命

令を出したりというようなことで、行政職員が罰金をとるという一つの

ルートに乗せることもできますので、そういう情報だけ頂戴できたらと

思いますので、そういう方がもしお見えになったら私たちのほうにお願

いしたいと思います。それと今、パトロールをしておりまして、効果で

すけども、収集量が古紙ですと去年と比べて１．５倍ぐらい、５０パー

セント増しぐらいで古紙は増えております。ということは逆に５割近い

量が取られていたのではという裏返しになるのです。パトロールをしま

して収集量が大幅に増加しましたし、金属もよく盗まれるのですけど

も、金属のほうも約４割近く盗まれていたのではないかということです

が、なかなか金属は防止が難しい。車になかなか積めない大きい物が多

いので、完全に防止ができないのですがパトロールすることによって、

４割ぐらいは防止でき、持ち去り犯がこないということになり、かなり

増収になりました。金額でいうと費用の倍以上の金額の効果が出たとい

うような結果になっております。今のところパトロールにつきましては

非常に効果が上がっておるということで、続けてはいくのですけども、

パトロールばかりやるわけにはいきませんので、それ以外の手立てで根

本的に持ち去りのないような施策を考えていきたい。その間は、パトロ
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ールをしていくのですけども、なんとか持ち去りが根本からなくなるよ

うな、そういう手立てを今年は考えていきたいということで、今日はこ

の会議で持ち去り対策について、皆さまのご意見あるいは、私はこうい

うふうに今考えておりますが、この方向性で間違いはないでしょうかと

いうようなところをですね、皆様にお伺いしたい、ご審議していただき

たいということで提案をさせていただきます。 

 一点よろしいですか。そのエコ・ステーションですが、特に持ち去ら

れるのは新聞雑誌ですよね。段ボールも置いています。だいたい新聞雑

誌なのですけども、例えば市役所であるとか、支所であるとか、公民館

であるとか、新聞雑誌だけに限っていつでも来る機会多いわけですか

ら、ちょっと車へ積んできてそれだけ置いていくという、そういう集積

場所というのを作っていただくのはどうなのでしょうか。結局持ち去り

の場合、労力に対して効果がなくなってくればそれ自体もなくなるわけ

ですし、パトロールもしなくて済むわけですし、だから身近な市のあら

ゆる集会場、そういうところ、ちょっとしたそういう新聞雑誌に限る集

積場所を作っていただければ、心がけて、溜まればそこへ持って行くと

いう形でできるのじゃないかなと思うのが一点です。それからもう一点

ですが、これは防犯ともかかわるのですけども、防犯カメラですね。商

店街はだいたい設置しているのですが、自治会で防犯カメラをつけると

いうことはあまり行われていないです。だいたい集積場所とか、あるい

はそういう地域で特に危険な場所とか、そういうところに自治会が今の

街灯をつけているように防犯カメラを設置したいと。そういうときに結

構費用がかかるわけですが、それを市から補助をいただいてすると一つ

の抑止効果になるのじゃないかと。特にそういうごみの集積場所に防犯

カメラがついていると抑止効果が大きいのではないかと。多分全国的に

はあまりそういうことしているところは多くないと思うのですけど、一

つそういう方法でごみだけに限らずあらゆる面で防犯上の役に立ちま

すから、そういうことを検討していただいたらどうかと思います。 

ダミーでもいいから付けたろかなと思ったことありました。 

 一度、私どものほうの町で考えたことありました。防犯カメラの業者

さんも呼んで、話を聞いたのですが、プライバシーの問題であるとかい

ろいろありますから、そういうところでクリアする必要があります。そ

ういう費用の問題とか、警察やいろんな業者が関わってくるでしょう

し、一つのそういう方向で一度検討していただいて、こういう形ならで

きますよというようなことを示していただけると進めやすいのではな
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いか。一自治会単独でそれを進めようとすると、いろんな問題をクリア

しなければいけないので、そこで話は止まってしまっているのですが、

一つの検討する意味はあるかなと思います。 

 まさにその通りだと思います。盗んでいく人たちがやっとても、得に

ならんのであれば減っていくというのが一番抜本的で、でもそうするた

めに、今私たちの地域の中では、子供たち、学校のＰＴＡが年に二回収

集してもらい、このときに出すということをさせてもらっています。そ

れからさっきの新聞屋さんの話。太陽産商というところが新聞屋さんと

連携して、月にいっぺんずつ、その時には角へ告知を置いとくか、全部

回収してくれるっていう、そこでティッシュなりなんなりを一つの儲け

ということでしている。ですから新聞と雑誌については、私たちはほぼ

業者も来ませんし出す量も少ないです。そこらの人に、してもらっても

いいと思いますので、そういういろんな形で、収集できる部分をするよ

うな形のものを、それぞれの地域にあった形でしていくのが一つの方法

じゃないかなということ。新聞雑誌についてはうちの地域はほぼなくな

っていますし、出す率も少なくなっていますので、津市にとってはちょ

っともったいないかも分かりませんが、ほかの方々にプラスになってい

ます。ただ金属だけは、これは問題でこんなこと言っていいんかな。廃

品回収をされる業者さんがいいのだけ、アルミは高いです。ステンレス

とアルミが高い。それだけのけておいて、それを持っていって裏のとこ

ろで縛って置いておいて、というような事があるのですわ。だからそう

いうのはやっぱり業者指導としてきちっと持ってくという、この前も裏

のところに、持っていくはずのものが、いいものだけ、ありました。 

 それは市の収集業者がそんなこと 

 と思うのですが、それはまた別の業者かな。 

 市の収集業者は集積所に出とるものは全部回収しないといけません。

もしそんなことしとったら本当に 

 確認します。その部分だけ、いいのだけ裏に置いてあって、また後か

ら誰かが来るっていう、金属についてはそんな事象が 

 市の収集業者についてはいくら鉄が安くても回収して、市からの委託

料で動いていますので、置いてくる、こない関係ないですので、多分違

う業者、違う方だと思います。高いのを収集しようが、安いのを収集し
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ようが全く金額は変わりませんので、逆にそれは市のほうで売り払うと

きに鉄が多ければ安いとかそういうのはありますけども。 

 私、すみません、本業が 鉄関係で、収集させてもらっているのです

けど、システム的には市から入札でスクラップをいただくという形にな

っているので、業者がそういうかたちでごみのところから持っていくと

いうのは多分ないと思います。 

 すみません、私とこも、地域ぐるみで取り組んでおりまして、今の話

やないですけど、財源になる、特に、段ボールと古新聞、これについて

は、キッズクラブというのがあるのですけども、そこで、窓口、玄関ま

で来てくれるのです。でもそういう金になるものだけ取り組んで、行政

としてそれに対する指摘はないのですね。地域の中でこんなことやっと

ったら怒られるぞという意見も出ていたのですが、それは関係ないので

すね。 

 地域の各種いろんな団体がございます。ＰＴＡだったり、老人クラブ

であったり、どんなサークルでも個人のサークルでも結構なのですけど

も、登録をしていただいて、そういうのをしていただくと、市から逆に

報奨金制度ということで、報奨金をお出しするという制度を作っている

ぐらいで、奨励しています。それにもし報奨金制度をご存知でなければ、

そういう団体の方にちょっと声をかけていただきまして、登録して手続

きすると逆にその売った以外に市から１キロあたり６円というような

報奨金をお出しさせていただいております。そういった制度をもし知ら

ない団体さんがあれば、一度、市のほうへご相談いただくというような

ことをアドバイスしていただければ有り難いです。 

 ２５ページの領収書かなにか、例えば私が井ノ口さんのところへ自分

の地区で集めたのを持って行って、そうすると領収書をいただく。鉄が

何キロやったと。それを持っていけばいいのですか。 

 そうですね、所定の様式がございますので、買取業者様の証明等があ

ればそれをもとに算出させていただきます。 

 他にありませんか。それでは最後の事項書の「その他」について、事

務局から、ご説明をいただきます。 

 その他につきまして、本日は本当に熱心にご審議いただきましてあり
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がとうございます。今回は時間の都合で切らしていただいておりますの

で、御意見がある委員方もあるかと存じます。 

つきましては、最初に資料のところでご説明しました、お手元に配布

させていただいております、「意見シート」がございますので、お気づ

きの点等ございましたら、日を切らしてもらって申し訳ないのですが、

３月１５日（火）までにＦＡＸ等で、こちらへお送りいただきますよう

にお願いしたいと思います。 

 次に、来年度の津市環境審議会の予定でございますが、冒頭にもご案

内しました、施設見学ですが、リサイクルセンターと、最終処分場が４

月からオープンいたしますので、そちらの見学を予定させていただいて

おります。４月、５月あたりで開催をしたいと考えております。これは

共同開催ということで今考えておりまして、皆さまがよろしければその

ようにしたいと思います。環境基本計画推進市民委員会という、市民の

方々の代表者の方々で作られているもう一つ、ここで審議いただく前に

素案を作っていただいたりするような委員会がございまして、そういう

委員会の委員の方々からも、施設ができたら見たいというようなご希望

がございますので、もし差支えなければご一緒に見学のほうを計画した

いと思っておりますけども、よろしいでしょうか。 

 では、審議会と委員会合同で４月か５月のいずれかでリサイクルセン

ターと新最終処分場の見学をしていただくということで計画させてい

ただきたいと思います。また日程調整ができましたらご連絡を差し上げ

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それと来年度、津市環境基本計画が平成２９年度の目標年次を迎える

にあたりまして、第２次津市環境基本計画策定に向けまして、年４～５

回程度審議会の開催を計画しております。いつもは２回なり３回程度で

すけども、環境基本計画の作り直すという節目の年になっておりますの

で、ちょっと回数を増やさせていただきまして、４、５回程度の開催を

予定しておりまして、１回目を、もしかすると、５月の先ほど言いまし

た見学の後に、別の日にはなるのですが、５月に２回来ていただく結果

になるかも分かりませんが、５月ぐらいに１度開催させていただきたい

とそのように考えております。 

 その折には、第２次津市環境基本計画策定に向けて、市長より意見聴

取の諮問をさせていただきまして、基本計画策定に向けて大まかなスケ

ジュール等の提示もしたいと考えていますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 そういうようなかたちが来年度、大まかなスケジュールでございます

が、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。以上でございます。 
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加藤忠哉会長 それでは以上で本日の事項はすべて終了いたしました。 

これで審議会を終了したいと思います。 

どうもありがとうございました。 


